
１ 契約全体の現状（契約全体⇒７０５件、約５１３億円）
 国立印刷局における令和７年度の契約状況は、表１のように、契約件数は７０５件、
契約金額は５１，２７４百万円であり、競争性のある契約は５６１件（７９．６％）、
３６，６３３百万円（７１．４％）、競争性のない随意契約は１４４件（２０．４％）、
１４，６４２百万円（２８．６％）となっている。

２ 一者応札・応募の現状（１８１件、約２１１億円）
国立印刷局における令和７年度の一者応札・応募の状況は、表２のように、契約件数

は１８１件（３２．３％）、契約金額は２１，１３６百万円（５７．７％）となっている。

令和８年度独立行政法人国立印刷局調達等合理化計画の概要

１ 重点的に取り組む分野
 (1) 合理的な契約方式による調達

 

(2) 一者応札・応募等に係る取組

(3) 官公需法に基づく価格転嫁・取引適正化の取組

（4）PFI（Private Finance Initiative）事業の活用

 (5) その他の取組

 共同調達・一括調達の推進（対象品目の拡大や仕様の見直しを検討）

２ 調達に関するガバナンスの徹底

 (1) 随意契約等に関する内部統制

 

(2) 不祥事の発生の未然防止の取組

調達の現状分析（令和７年度実績） 調達等合理化計画の取組内容

表２ 令和７年度の国立印刷局の一者応札・応募状況 
(単位：件、百万円) 

 令和６年度 令和７年度 比較増△減 

２者以上 
件数 528(69.6%) 380(67.7%) △148(△28.0%) 

金額 17,152(70.3%) 15,496(42.3%) △1,655(△9.7%) 

１者以下 
件数 231(30.4%) 181(32.3%) △50(△21.6%) 

金額 7,241(29.7%) 21,136(57.7%) 13,895(191.9%) 

合 計 
件数 759(100%) 561(100%) △198(△26.1%) 

金額 24,393(100%) 36,633(100%) 12,240(50.2%) 

（注1） 計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注2） 合計欄は、競争契約（一般競争、企画競争、公募）を行った計数である。 

（注3） 比較増△減の（ ）書きは、令和７年度の対令和６年度伸率である。 

表１ 令和７年度の国立印刷局の調達全体像 

(単位：件、百万円) 

 
令和６年度 令和７年度 比較増△減 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

競争入札等 
(76.5%) 

718 
(65.0%) 
23,884 

(74.9%) 
528 

(70.7%) 
36,247 

(△26.5%) 
△190 

(51.8%) 
12,363 

企画競争・公
募 

(4.4%) 
41 

(1.4%) 
509 

(4.7%) 
33 

(0.8%) 
385 

(△19.5%) 
△8 

(△24.2%) 
△123 

競争性のある
契約(小計) 

(80.9%) 
759 

(66.4%) 
24,393 

(79.6%) 
561 

(71.4%) 
36,633 

(△26.1%) 
△198 

(50.2%) 
12,240 

競争性のな
い随意契約 

(19.1%) 
179 

(33.6%) 
12,345 

(20.4%) 
144 

(28.6%) 
14,642 

(△19.6%) 
△35 

(18.6%) 
2,296 

合 計 
(100%) 

938 
(100%) 
36,738 

(100%) 
705 

(100%) 
51,274 

(△24.8%) 
△233 

(39.6%) 
14,536 

 

（注1） 計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注2） 比較増△減の（ ）書きは、令和７年度の対令和６年度伸率である。 
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②
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調達する原材料の技術審査について、調達先を拡大する観点から国立印刷局

ホームページに恒常的に公表するとともに、関係業者に対して広く周知し、技術

審査への参加を促す。

市場性が乏しく、連続して一者応札・応募が続き契約相手方が同一となってい
る場合には、公募を実施する。

②以外で随意契約とする案件については、その理由及び仕様内容を厳格に審査

し、競争性のある契約に移行できないかを検討する。

なお、競争性のある契約に移行することができない案件については、経費の削

減に取り組むこととする。

(ｲ)入札参加申込期間の十分な確保、(ﾛ)情報開示の取組、(ﾊ)仕様書の見直し
等、(ﾆ)履行等準備期間の十分な確保、(ﾎ)入札参加を取りやめた業者等に対する
調査、(ﾍ)競争参加資格の拡大の取組を契約案件ごとに実施する。

② 新規の競争性のない随意契約及び２か年度連続して応札者又は応募者が一者

しかない契約案件については、契約監視委員会における点検を実施する。

新たに随意契約を締結する案件については、国立印刷局に設置された調達等合理

化・契約検証委員会の点検を受けることとする。また、契約監視委員会において審

議する事項についても同様に点検を受けることとする。

契約事務担当職員を対象とした研修を実施し、関係法令等の遵守意識を徹底する

など、不祥事の発生の未然防止に取り組む。また、契約事務フローの各プロセスに

潜在する各リスクについて、現行のリスクマネジメントが有効かつ効率的なものと

なっているか確認し、継続的に改善していく。

価格転嫁の円滑化及び取引の適正化を実現するために、労務費や原材料費等の上

昇分が適切に契約金額に反映されるよう、受注者との協議の機会を確保するなど、

発注前から契約期間中の各段階において必要な措置を実施する。

民間事業者の資金や創意工夫を活用する観点から、「PPP/PFI推進アクションプラ

ン」に定められた重点分野に該当するものその他事業の実施を民間事業者に行わせる

ことが有効なものについては、PFI事業の活用について優先的に検討し、実施する。
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